
　
　 損　害　一　覧　表

別　紙

番
号

原告Ａの主張
（損害項目及び金額）

被告市の主張 被告Ｃの主張 裁判所認定額

本件病院での治療関係費
(自己負担額)
：R1.12～R4.1
（原告準備書面５）

７９万０６６２円

症状固定日前日までの
入院付添費
：R2.1.22～10.22(275日間)
の３分の１である92日

５９万８０００円

日額6500円×92日

症状固定日前日までの
入院雑費
：②と同期間

４１万２５００円

日額1500円×275日

休業損害(家事従事者)
：②と同期間

２９２万３２８７円

年額388万円×275日÷365日

本件医療事故に係る
入通院慰謝料

２９８万５０００円

本件転倒事故に係る
慰謝料

２００万円

後遺障害慰謝料
（増額事由の主張）

４０００万円

後遺障害逸失利益

２５０７万７２１６円

年額388万円×100％×
6.4632〔症状固定時の平均
余命16年の半分である8年の
ライプニッツ係数〕

本件病院退院後の治療費
・施設入所費用（実費）
：R5.3.31～8.1
／R6.3.1～10.31

１０３万１５１８円

装具費用

２万２０００円

主位的主張：原告Ａが家事従
事者であることを争う。
予備的主張：原告Ａが家事従
事者と認定される場合は、原
告Ａが本件医療事故前に人工
骨頭置換術を受けていること
を労働能力において考慮すべ
きである。

① 不知。

①R2.1分のうち、本件手術前
の検査入院費用（３万１４６
０円）と、②症状固定後の
R2.11分以降は全て（３４万
９９４４円）、本件医療事故
との相当因果関係がない。

②

本件病院は完全看護の病院で
あり、親族による付添の必要
がない。
付添日数及び金額を争う。

本件病院は完全看護の病院で
あり、親族による付添の必要
がない。
付添日数は不知。金額を争
う。

③ 金額は争う。金額は争う。

④
家事従事者であることは否認
する。

⑤ 金額は争う。 金額は争う。

⑧
家事従事者であることは否認
する。

④と同じ。

⑥
本件病院の職員の過失を否認
し、金額を争う。

被告Ｃは本件転倒事故に関与
していないため、責任主体で
はない。

⑦

⑩
本件医療事故との相当因果関
係がない。

不知。

増額事由を争う。

増額事由を争い、既存障害
（別表第二８級７号又は１０
級１１号）を踏まえると加重
障害に当たる。また、減額事
由を主張する。

⑨
本件医療事故との相当因果関
係がない。

不知。

【原告Ａの請求】

７５万９２０２円

５９万８０００円

４１万２５００円

０円

２９８万５０００円

０円

３３００万円

０円

１０２万８５１８円

２万２０００円



　
　 損　害　一　覧　表

別　紙

番
号

原告Ａの主張
（損害項目及び金額）

被告市の主張 被告Ｃの主張 裁判所認定額

症状固定日以降の
入院入所付添費
：R2.10.23～R5.8.1(1013日
間)の３分の１である337日

２１９万０５００円

日額6500円×337日

症状固定日以降の入院介護
雑費
：R2.10.23～R6.7.15
(1362日間)のうち1361日分

２０４万１５００円

日額1500円×1361日

入浴時用車いす購入費

７１００円

自家用車改造費

４７万円

自宅介護費用
：R5.8.1～R6.2.29
(213日間)

１７０万４０００円

日額8000円×213日

将来介護費用
：R6.11.1～

４２０５万６３５８円

日額1万3000円×365日×
8.8633〔R6.11時点の平均余
命12年のライプニッツ係
数〕

小
計

１億２４３０万９６４１円 ７８８０万６８５１円

弁護士費用

１２００万円

合
計

１億３６３０万９６４１円 ８６６８万６８５１円

番
号

原告Ｂの主張
（損害項目及び金額）

被告市の主張 被告Ｃの主張 裁判所認定額

近親者慰謝料

５００万円

弁護士費用

５０万円

合
計

５５０万円 ２２０万円

⑯

金額は争う。
⑨の介護保険を利用した施設
入所費用の自己負担額（日額
１１４４円）に比して、高額
に過ぎる。

金額は争う。

金額は争う。⑮

⑪

施設職員による看護・介護が
あり、親族による付添や介護
の必要性は認められない。
付添日数及び金額を争う。

⑲ 争う。 争う。

⑱
固有の慰謝料請求権発生を争
う。

固有の慰謝料請求権発生を争
う。

【原告Ｂの請求】

⑭ 否認し、金額は争う。 不知。

⑬ 否認し、金額は争う。 不知。

施設職員による看護・介護が
あり、親族による付添や介護
の必要性は認められない。
付添日数は不知。金額を争
う。

⑫

入院入所雑費につき、否認
し、金額は争う。
自宅介護雑費につき、金額は
争う。

入院入所雑費につき、金額は
争う。
自宅介護雑費につき、⑮に含
まれている。

介護の事実は不知。金額は争
う。

⑰ 争う。 争う。

３４９３万３４３１円

７８８万円

２００万円

２０万円

１３３万２５００円

１５５万４６００円

７１００円

４７万円

１７０万４０００円


